
　

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
免
許
取
消
し
の
届
出
等
）

第
十
条　

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
が
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
失
踪
の
届
出
義
務
者
は
、
失
踪
の
宣
告
の
日
か
ら
三
十
日
以
内

に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
八
条
の
二
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

法
第
八
条
の
二
第
一
号
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合　

別
記
様
式
第
五
号

　

二　

法
第
八
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合　

別
記
様
式
第
六
号

　

三　

法
第
八
条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合　

別
記
様
式
第
七
号

３　

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
は
届
出
に
係
る
建
築
士
が
死
亡
又
は
失
踪
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
及
び
届
出
者
と
当
該
建
築
士
と
の
続
き
柄
を
証
す
る
書
類
を
、
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書

に
は
届
出
に
係
る
建
築
士
が
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
届
出
者
が

当
該
建
築
士
の
成
年
後
見
人
又
は
保
佐
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
を
申
請

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
免
許
取
消
申
請
書
に
免
許
証
を
添
え
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
一
条
中
「
第
九
条
前
段
又
は
」
を
「
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
第
三
号
に
あ

つ
て
は
法
第
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
法
」
に
、
「
よ
つ
て
」

を
「
よ
り
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
第
十
条
第
一
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
受
験
者
の
不
正
行
為
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
報
告
書
）
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
」
を
「
法
第
十
三
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
別
記
）

様
式
第
１
号

（
第
２
条
関
係
）

二
級

木
造

建
築

士
免

許
申

請
書

広
島

県
収

入
証

紙
ち

よ
う
付
欄

　

（
記
入
注
意

）
　
数
字
は
算
用
数
字
を
用
い
，
※
欄
は
記
入
せ
ず
，

の
あ
る
欄
は

該
当
す
る

の
中

に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
外
国
の

建
築
士
免
許

を
受
け
た
方
は
，「

試
験
」
欄
に
そ
の
免
許
の
名
称
，
免
許

者
名
及
び
免

許
の
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

消
印

し
な

い
で

く
だ

さ
い
。

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
は
，

二
級

木
造

建
築
士
の
免

許
を
受
け
た
い
の
で
戸
籍
謄
本
（
抄
本
）
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

私
は
，
次

の
事
項
が
真
実
で
，
か
つ
，
正
確
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

平
成

　
　
年

　
　
月
　
　
日

　
　
　
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

広
島

県
知

事
　

様
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 （

署
名

）
　

　
　
　

性
別

ふ
り

が
な

氏
名

　
生

年

月
日

　
　
年
　
　

月
　
　
日

男
□

女
□

本
籍

地
の

都
道

府
県

名
　

現
住

所
〒二

級
木
造

建
築
士
に
合

格
し
た
時
期

昭
和

平
成

　
　
　
年

合
格

証
書

日
付

昭
和

平
成

　
　
年
　
　

月
　
　
日

合
格

証
書

番
号

第
　
　
　
　

　
号

試
験

欠格事由

１
　
後
見
開
始
又
は
保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
ま
す
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

る
　

い
な

い

２
　
禁

こ

錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

る
　

  な
い

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
　
　
　
 　

年
 　

月
 　

日

３
　
建
築
士
法
の
規
定
に
違
反
し
て
，
又
は
建
築
物
の
建
築
に
関
し
罪
を
犯
し
て
罰
金
　
　
あ

る
　

　
な

い
　
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
罪
及
び
刑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
　
　
　
　
 年

 　
月

 　
日

４
　
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
　
　
あ

る
　

　
な

い
　
士
，
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
あ
る
と
き
は
，
そ
の
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 年

 　
月

 　
日

５
　
建
築
士
法
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
，
そ
の
停
　
　
あ

る
　

　
な

い
　
止
の
期
間
中
に
建
築
士
法
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
一
級
建
築
士
，
二

　
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
停
止
の
期
間
　
　
　
　
　
　
　
 年

 　
月

 　
日

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 年

 　
月

 　
日

ま
で

※
審

査
※
経
由
庁
記
載
欄

　　
責
任
者
（
職
氏
名
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
印

　　　

※
登

録
番

号
　

※
登

録

年
月

日
平
成
　
　
年

　
　
月
　
　
日

※
受
付
番
号

　

注
　
１
　
不

用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

　
　
２
　
用

紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様
式
第
５
号

（
第
1
0
条
関
係
）

二
級

木
造

建
築
士

死
　
　
亡

失
踪
宣
告

届
出
書

　
次
の
者

は
，
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

死
亡
し

失
踪
宣
告
を

受
け

ま
し
た
の
で

，
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出

ま
す
。

　
　
平
成

　
　
年
　
　
月
　
　
日

届
出
者
　
氏

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

(
電
話
　
　
　

　
　
　
　
　
)
　

　
 

　
広
島
県
知

事
　
　
　
　
　
様

ふ
り

が
な

二
級

木
造

建
築
士
氏
名

生
年

月
日

　
　
　
年
　

　
月
　
　
日

性別
男
 
・
 
女

二
級

木
造

建
築

士
名

簿

登
録

番
号

第
　
　
　
　

号
登

録

年
月

日
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

本
籍

地
の

都
道

府
県

名

死
亡

又
は

失
踪

時

の
最

終
住

所

死
亡

し
，

又
は

失
踪

宣
告

を

受
け

た
年

月
日

　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

戸
籍

法
に

よ
る

死

亡
又

は
失

踪
の

届

出
義

務
者

の
氏

名

生
年

月
日

　
年
　
月
　

日

建
築

士

と
の

続
き

柄

現
住

所

注
　
１
　
不

用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

２
　
用
紙
の

大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



別
記
様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。



様
式
第
６
号

（
第
1
0
条
関
係
）

二
級

木
造

建
築
士

後
見
開
始

保
佐
開
始

届
出
書

　
次
の
者

は
，
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

後
見
開
始

保
佐
開
始

の
審
判
を
受

け
ま
し
た
の
で
，
関
係
書
類
を
添

え

て
届
け
出

ま
す
。

　
　
平
成

　
　
年
　
　
月
　
　
日

成
年
後
見
人

又
は
保
佐
人
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

(
電
話
　
　
　

　
　
　
　
　
)
　

　
 

　
広
島
県
知

事
　
　
　
　
　
様

ふ
り

が
な

二
級

木
造

建
築
士
氏
名

　
生

年
月

日
　
　
年
　
　

月
　
　
日

性別
男
 
・
 
女

二
級

木
造

建
築

士
名

簿

登
録

番
号

第
　
　
　
　

号
登

録

年
月

日
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

本
籍

地
の

都
道

府
県

名

現
住

所

後
見

開
始

又
は

保
佐

開
始

の
審

判

を
受

け
た

年
月

日

　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

成
年

後
見

人
又

は

保
佐

人
氏

名
生

年
月

日
　
　
　
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

現
住

所

注
　
１
　
不

用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

２
　
用
紙
の

大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
７
号

（
第
1
0
条
関
係
）

二
級

木
造

 
建

築
士

に
係

る
禁

こ

錮
以
上
の
刑
等
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
届
出
書

禁
こ

錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

　
私
は
，

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

建
築
士
法
の

規
定
に
違
反
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

建
築
物
の
建

築
に
関
し
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

ま
し

た
の
で
，
届

け
出
ま
す
。

　
　
平
成

　
　
年
　
　
月
　
　
日

届
出
者
　
住

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
印

(
電
話
　
　
　

　
　
　
　
　
)
　

　
 

　
広
島
県
知

事
　
　
　
　
　
様

ふ
り

が
な

氏
名

　
生

年
月

日
　
　
年
　
　

月
　
　
日

性別
男
・
女

二
級

木
造

建
築

士
名

簿

登
録

番
号

第
　
　
　
　

号
登

録

年
月

日
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

本
籍

地
の

都
道

府
県

名
　

罪
　

名

刑
期

等

注
　
１
　
不

用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

２
　
用
紙
の

大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



様
式
第
８
号

（
第
1
0
条
関
係

）

二
級

木
造

 
建

築
士

免
許

取
消

申
請

書

　
私
は
，
こ

の
た
び

二
級

木
造

建
築
士
の
免

許
を
取
り
消
し
た
い
の
で
，
免
許
証
を
添
え
て
次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す

。

　
　
平
成

　
　
年
　
　
月
　
　
日

申
請
者
　
住

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
印

(
電
話
　
　
　

　
　
　
　
　
)
　

　
 

　
広
島
県
知

事
　
　
　
　
　
様

ふ
り

が
な

氏
名

生
年

月
日

　
　
年
　
　

月
　
　
日

性別
男
・
女

二
級

木
造

建
築

士
名

簿

登
録

番
号

第
　
　
　
　

号
登

録

年
月

日
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

本
籍

地
の

都
道

府
県

名
　

免
許

の
取

消
し

を

申
請

す
る

理
由

注
　
１
　
不

用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。

２
　
用
紙
の

大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
４
と
す
る
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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